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健康増進法の一部改正により、受動喫煙（他人の煙を吸うこと）はタバコを吸わない人の健康

にも大きな悪影響を与えることから、2020年 4月 1日より受動喫煙を防止するための取り組みが

義務化されました。 

本学では「大学敷地内及び周辺 100m程度までの地域を全面禁煙地域」に指定しています。「大

学敷地内での禁煙」だけでなく、万一「歩きタバコ」や「タバコの投げ捨て」などの行為をした

ものは、学内処分の対象となります。 

 

                           ２０２６年    月    日 

     入 学 者                                                   

                学籍番号                                   

                             学部         学科                  

             氏  名                                       印        
本人自筆の場合は印鑑不要です 

                生年月日  （西暦）         年    月    日生  

私は、貴学入学の上は、貴学の「キャンパス内完全禁煙」の    

宣言を遵守し、キャンパス内においては喫煙をいたしません。        

キャンパス内完全禁煙宣言 

 健康増進法第２５条の定めにより本学は２００６年４月１日より 

 キャンパス内すべてを禁煙とすることを宣言します。 

  ※キャンパス内とは、駐車場および周辺文教地帯を含む。 
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※入学式で配布される 

学生証で確認できます 
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